
『コロナ危機から考える』連続企画・第１回・5/24 諸外国
に学ぶコロナ危機対応ー①ドイツ【ZOOM学習会】
『コロナ危機から考える』　公正な税制を求める市民連絡会　連続企画　第１回
（第２回は→　こちら）

諸外国に学ぶコロナ危機対応①－ドイツ
「だれ一人として、最低生活以下に陥ることがあってはならない」
をテーマに学習会を5月24日13時からZOOMを使って行います。

　新型コロナ感染対策のための緊急事態宣言が解除されはじめて、問題は解決に向かっていると思いたくなります。しかし、仕事を失い、
また、蓄えを使い果たしたと生活に困窮する人は増加しています。ところが、日本政府の対応は、あまりに遅く、支援の内容も不十分です。
国際的コンサルティング会社KEKST CNC の調査によると、日本では58％の人が信頼感を失ったと回答して、高まった人は6％
に過ぎません。逆に、イギリス、ドイツ、スウェーデンでは政府への信頼感は上昇または安定しています。日本政府への信頼は、他国と比
較にならないレベルで低下してます。また、「職を失う心配がある」と答えた人はイギリスの３倍以上の39％にものぼっています。

　コロナ危機にあたり、他国は、人々の生存を守るため、どのような施策を打ち出しているのか、なぜ、それが可能なのか、日本は、今後、
どうあるべきか等、みなさんと一緒にこれから継続的に考えていきたいと思います。

「諸外国に学ぶコロナ危機対応」の第1回は、政府への信頼感を高めたドイツです。コロナ危機下において、生活保護制度が人々の生存を
どのように支えているかを中心に、医療社会サービスへの支援策、労働者の休業補償、感染予防対策における育児保障等について学び、日
本の対策の問題点について考えます。ぜひご参加下さい。

■日時／2020年5月24日（日）１3時～14時40分頃

■参加対象／当会会員の方のほか、どなたでも参加できます。

■講師／布川日佐史（法政大学現代福祉学部教授）
　専門は労働経済論、公的扶助論。2003～2004年にかけて厚生労働省「生活保護制度の在り方に関する専門委員会」に関わる。研
究テーマは、ドイツ求職者基礎保障等。2015年より「貧困研究会」代表を務める。

■参加費１回５00円（３１日の企画もご参加の場合は２回合計１０００円）
　（振込先）ゆうちょ銀行　公正な税制を求める市民連絡会（コウセイナゼイセイヲモトメルシミンレンラクカイ）　
　　▶ゆうちょ銀行から振込：10160-446381
　　▶他行から振込：ゼロイチハチ（018）支店　普通預金口座　0044638

■開催方法／Zoom
　※Zoomは下記のURLをクリックすれば誰でも参加できるオンラインツールです。

https://saitamasogo.jp/archives/86800
https://saitamasogo.jp/archives/86800
https://saitamasogo.jp/archives/86805


■要申込
　登録用URLは、以下になります。こちらからお申し込み下さい。
　https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_i_kCB83EReWG_1J1UbDH4g
　資料のダウンロード用のURLは、別途メールでご案内させていただきます。

■主催／公正な税制を求める市民連絡会

ご参加いただきますとともに、拡散にご協力ください。以上、よろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　 公正な税制を求める市民連絡会 　事務局長　猪股　正

上を向いて歩こう Ue Wo Muite Arukou /
世界に届け  –  Reach  the  world
Project
京大山岳部時代を一緒に過ごした友人が、JICAで働いています。
インド、パキスタン、ネパールに駐在し、今は、青年海外協力隊訓練所の所長です。

その友人から届いたメッセージ。

「世界的な新型コロナウィルスの感染拡大のために、現在 #JICA海外協力隊 の隊員達は日本に一時帰国しています。
日本に居ても、自分たちが活動していた国、任地の人々を応援したい気持ちを、隊員達が歌に託しました。
活動したそれぞれの国の言葉でこの歌を届けます！」

ご覧ください。

（弁護士　猪　股　　正）

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_i_kCB83EReWG_1J1UbDH4g
https://saitamasogo.jp/archives/86780
https://saitamasogo.jp/archives/86780
https://saitamasogo.jp/archives/86780


【日弁連】改めて検察庁法の一部改正に反対する会長声明
日弁連が、２０２０年５月１１日、「改めて検察庁法の一部改正に反対する会長声明」を発出しました。
日弁連が、同一問題で、再度の声明を出すことは極めて異例のことです。
かつて、「ミスター検察」と呼ばれた伊藤栄樹検事総長は、就任にあたり「巨悪を眠らせるな、被害者と共に泣け、国民に嘘をつくな」と
訓示しました。今回の改正は、政権が検察をコントロールしようとするものであり、嘘をつく政権を守り、巨悪を眠らせ、国家権力の濫用
を容認することにつながります。
市民の力で、改正を止めましょう。

日弁連の再度の会長声明は次のとおりです。

 

改めて検察庁法の一部改正に反対する会長声明
当連合会は、本年４月６日付けで「検事長の勤務延長に関する閣議決定の撤回を求め、国家公務員法等の一部を改正する法律案に反対する
会長声明」を公表し、検察庁法改正法案を含む国家公務員法等の一部を改正する法律案に反対した。

検察庁法改正法案によれば、内閣ないし法務大臣が、第９条第３項ないし第６項、第１０条第２項、第２２条第２項、第３項、第５項ない
し第８項に基づき、裁量で６３歳の役職定年の延長、６５歳以降の勤務延長を行い、検察官人事に強く介入できることとなる。

当連合会は、検察官の６５歳までの定年延長や役職定年の設定自体について反対するものではないが、内閣ないし法務大臣の裁量により役
職延長や勤務延長が行われることにより、不偏不党を貫いた職務遂行が求められる検察の独立性が侵害されることを強く危惧する。「準司
法官」である検察官の政治的中立性が脅かされれば、憲法の基本原則である三権分立を揺るがすおそれさえあり、到底看過できない。少な
くとも当該法案部分は削除されるべきである。

しかしながら、政府及び与党は、誠に遺憾なことに、検察庁法改正法案を国家公務員法改正との一括法案とした上で衆議院内閣委員会に付
託し、法務委員会との連合審査とすることすらなく、性急に審議を進めようとしている。５月７日に開催された内閣委員会理事懇談会の結
果からすると、まさに近日中に開催予定の内閣委員会において本法案の採決にまで至る可能性もある。そもそも、検察庁法の改正に緊急性
など全くない。今般の新型インフルエンザ等対策特別措置法上の緊急事態宣言が継続する中、かくも重大な問題性を孕んだ本法案について、
わずか数時間の議論だけで成立を急ぐ理由など皆無である。

当連合会は、改めて当該法案部分に反対するとともに、拙速な審議を行うことに強く抗議する。

２０２０年（令和２年）５月１１日

日本弁護士連合会
会長　荒　　　中

https://saitamasogo.jp/archives/86774
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2020/200511.html


 

【関連記事】

▶２０２０年４月６日付け日弁連会長声明「検事長の勤務延長に関する閣議決定の撤回を求め、国家公務員法等の一部を改正する法律案に
反対する会長声明」

▶２０２０年５月１１日毎日新聞「これこそ不要不急では　スターリンを思わせる「政治検察」生む検察庁法改正案」

▶２０２０年５月１１日TBSニュース【 スタジオ解説：“定年延長”法案の問題点】

▶２０２０年５月１１日テレビ朝日「＃検察庁法改正案に抗議します」技能人らが続々…

＊写真は、２０２０年５月１２日テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」より

 

どっちが早いか
１月２日から禁酒しています。禁酒１２０日を軽く突破しました。
別に町田康さんをまねしているわけではありません。
我が家には、まだアベノマスクは届きません。
禁酒１５０日到達が早いか、アベノマスクが届くのが早いか。
毎日ドキドキしながら、郵便受けを見ています。

 

弁護士　伊須　慎一郎

https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2020/200406.html
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2020/200406.html
https://mainichi.jp/articles/20200511/k00/00m/010/145000c?fbclid=IwAR0diEIq6nR5F5kXzqJWAyaDa0okO6FyaoBaa8INwD5AILezqpoHeR9Zv0s
https://twitter.com/i/status/1259883025292132355
https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000183719.html
https://saitamasogo.jp/archives/86769


5/2-3「新型コロナ労働・生活総合ホットライン」集計速報
（埼玉）ー所持金が尽きる危機
5/2・5/3「新型コロナ労働・生活総合ホットライン」の埼玉会場の集計速報です。
全国の集計は、今後、発表される予定です。

埼玉会場に電話いただいた99人中（すでに生保利用の方を除く）、所持金5万円以下の方が32（3人に1人）、うち所持金1000円
以下の方が21（5人に1人）。ぎりぎりまで追い詰められた人が、日々、急増している状況です。
一律10万円の特別定額給付金などが届くのは、早くても5月下旬。7月にずれ込む可能性もあります。
いのちや生活を支えるため、今、使える制度は、生活保護制度です。
生活保護は「権利」ですので、積極的に活用してください。

また、当事務所では、コロナ災害「コロナなんでも」電話相談ダイヤル（平日１６時～１８時・埼玉総合法律事務所の弁護士が対
応・048-862-0360・相談無料）を実施中です。お気軽にご相談ください。

（弁護士　猪股　正）

以下、集計の詳細です。

5/2・5/3「新型コロナ労働・生活総合ホットライン」集計結果（埼玉会場）

１　件数等
4回線及び東京からの配点分に対する携帯電話による折り返し対応
合計147件（5/2：56件　5/3/：91件）

対応相談員：35人

2　性別
男：76　　女：50　　不明：21

3　年齢
～29歳：3
30～39歳：4
40～49歳：13
50～59歳：25
60～69歳：31
70歳以上：14
不明：52

https://saitamasogo.jp/archives/86743
https://saitamasogo.jp/archives/86743
https://saitamasogo.jp/archives/86639


＊　聞き取れたうち、60歳以上が45人と約半数
＊　インターネットを使えないという高齢の人、無年金または年金収入が少なく仕事で補っていた分がなくなり、生活が困難となったとい
う相談が特徴的

4　生活保護利用の有無
有：48
無：99
＊　生活保護利用中の方からの相談の多くは、一律10万円の収入認定に関するもの

5　所持金
上記4の99人中
所持金5万円以下：32（3人に1人）
うち所持金1000円以下：21（5人に1人）
＊　所持金が尽きかけている人が多く、4月18日・19日の電話相談会時点より確実に増加
＊　緊急対応として、4人の方に食料発送、3人の方に支援金送付

6　生活保護の利用が望ましいと判断されるもの
合計：40
うち特に緊急性が高い：18
＊特に緊急性が高いものは、所持金僅少、住居喪失中かそのリスクが高い場合、食事を減らしている場合など。本人の利用の意向も考慮。
＊「生活保護は利用したくない」といった生活保護への抵抗感が表明された相談は少なくとも6件あり、うち5件は、所持金が5万円以下
＊特別定額給付金の郵送方式の発送時期が未公表、公表されていても、発送が5月下旬から6月上旬になるという自治体が少なくなく、入
金時期が不透明かつ遅い。このような特別定額給付金、持続化給付金、緊急小口資金などを綱渡り的に利用し、また、その給付金等が短期
で尽きた後のリスク等を考えると、先に生活保護を利用して生活の安全を確保しておいた方が合理的と考えられる場合が少なくない。
＊利用の障壁となっているのは、スティグマ（恥の意識）、誤解・偏見（自宅や借金があると利用できない、住居喪失者は施設に入居しな
ければならない等）、扶養照会への抵抗、自動車保有、住宅扶助基準を超える家賃額等

7　持続化給付金の利用が可能と考えられるもの（個人事業者、フリーランス等）
27件
＊　インターネットを利用できないため、申請方法等の詳細がわからないという高齢者の方が少なくなかった。

8　休業手当に関する相談
19件

9　住宅ローンあり
6件
＊　うち、所持金5万円以下が4件

10　家賃滞納



有：4件
＊　いずれも、所持金3万円以下の世帯
＊　休業、事業活動の縮小により収入が減少している人が多数なので、今後、家賃対応の確実に増加

【特徴的な事例】

（休業に伴う労働者の収入減、休業手当）
① 夫はタクシー運転手で収入減、妻は休業中で収入なし、娘も休業で収入減。3人家族で貯えもなく生活が苦しい。
② 大手パチンコ店勤務。休業で休業補償あるが収入減少
③ 昼間の塾のパート、夜のパートも仕事が減り、4月はほぼ収入なくなり、生活困難
④  障害者の通所施設で働いてきたが、3月から仕事を休んで欲しいと言われ、4月以降無収入。一律10万円があるからいいでしょうと
言われた。
⑤  百貨店に派遣されていたが緊急事態宣言が出た4月7日から仕事が休みとなり、休業手当を払ってもらえない。夫も派遣で働く息子も
収入減。
⑥ 公立保育園に採用されたが、保育園休業で収入がない。役所に問い合わせたら一律10万円の入金は6月～7月になると言われた。
⑦ 年金月額12万円のほか、パート収入があったが、休業で収入減少。生活が不安
⑧ 旅行ツアーの派遣添乗員。ツアーがなくなり、ツアー毎の業務委託契約で補償がない。
⑨ 夫婦で無年金。飲食の店で雇用されていたが、店が休業となり、3月から収入がゼロ。夫が病気。店は廃業の予定
⑩ タクシー会社に入社したが、出勤が保留になっている。借金あり。来月の家賃は払えない。
⑪ ショッピングモール内のレストランで働いていたが、お店の休業で2か月無収入。休業手当を払ってもらえない。
⑫ 23年間ドライバーの仕事をしてきたが、休業となり、家賃も払えない。休業手当払われず。
⑬ 警備員の仕事をしているが収入が少なく、転職先も見付からない。
⑭ コロナでパート収入減少。息子は病気で働けない。年金月5万円弱。所持金が数千円しかないので食料支援して欲しい。
⑮ 保育園で働いている。4月から勤務日数を減らされたが有給を使うように言われ休業手当を払ってくれない。
⑯ 4月から会社休業。6割の休業手当は払われるようだが生活は苦しい。ダブルワーク禁止と言われ困っている。
⑰ 夫は無職で貯えもなく、自分も休業中の減収で生活が本当に厳しい。休業手当が払われるのか不安
⑱ 孫のアルバイトがなくなり、看護学校の授業料が払えない可能性。
⑲ 和菓子店のパートで働いてきたが、勤務時間が減少し、生活が苦しい。
⑳ パチンコ関連会社に勤務しているが、4月から休職となり、収入がなくなった。年金が夫婦で月５万しかない。
㉑ガードマンとして雇用されているが、イベントがなくなり給与減少。休業補償のことを言うと、仕事を回さないと言われる。
㉒デパートのマネキンとして派遣されているが、４月７日から休業、休業手当を払ってくれない。
㉓会社の指示で、３月から休業しているが、給料が出るか不安
㉔キャバクラで働いてきたが、時給を下げられ、その後、３月、４月は収入ゼロ。家賃を払えない。
㉕大学の自転車整理。大学休校で仕事がない。

（解雇、雇い止め等）
① 4月末に派遣切り。寮にいられなくなり、ネットカフェ等にいる。（仕事と住居の同時喪失）
② 4月2日から休業を言い渡され、退職勧奨に応じて退職したが、「会社都合」の退職にしてもらいたい。（失業給付の待機期間の問題）



③ パート勤務だったが4月に契約更新されず、収入ゼロに。
④ 老人ホームで働いていたが4月末に雇い止め。1日一食、電気も止まっている。食料はあるが、家賃が払えない。
⑤ 保育園の経営者に、職員に特別休暇を取らせてはどうかと提案したら解雇された。
⑥ 3月に派遣切り。現在は交通誘導のアルバイトのみ。借金あり
⑦ 勤務先のホテルが廃業して解雇。借家の立退きを求められている。
⑧ 2月に息子が解雇。仕事が見付からない。年金収入13万円のみで、食料支援を受けたい。
⑨  クリニックに勤務し、コロナの感染対策不十分で一部の仕事を拒否したら、解雇を言い渡された。コロナで患者は減少しているのは事
実。
⑩ 内定取消となり、日雇いで働いているが、10日に1回程度しか仕事がなく生活できない。
⑪ 4月12日に従業員が一斉に解雇され、寮から退去求められている。（仕事と住居の同時喪失）
⑫ 整形外科の経営が悪化し、医師から解雇をほのめかされており、解雇されたら社宅を出なければならない。（仕事と住居の同時喪失）
⑬ 就職が内定していたが、コロナで不採用となり、就職のために借りたアパートを解約することに。
⑭ コロナによる事業縮小で、３月末日に解雇された。解雇を争いたい。
⑮ 会社から管理職は給与を２割カットすると一方的に言い渡された。

（フリーランス、個人事業者等）
① 事業収入減少、生活苦
② 居酒屋を経営してきたが、コロナの感染拡大で休業中
③ 個人事業者で4月の売上ゼロ、5月も全部キャンセル
④ 健康体操の講師の仕事の収入がゼロに。
⑤ フリーランスでエアロビクスの講師。3月～5月閉鎖で売上ゼロ
⑥ カラオケ喫茶の仕事で売上減少
⑦ 自営で建物内装の仕事をしてきたが、2月からまったく仕事がなくなった。
⑧ 服飾デザイナーの仕事で、コロナで売上が半減
⑨  個人でカラオケ店を営んできたが休業して4月の売上はゼロで、店の家賃やリース料等の「固定費」がかかるので、このままでは赤字
が累積していくばかり
⑩ 夫婦で月14万円の年金の他に、自営業の収入があったがそれが激減。店舗の家賃も月8万円かかり、生活が苦しい。
⑪ 自営でクリーニング店を営んできたが3月、4月の売上が半減。店舗家賃滞納。ローンの返済もある。廃業を考えている。
⑫ 貸家業。今後の売上減少が不安
⑬ 自営で、ホテルに寝具等を貸す仕事をしているが2月から仕事がなく、休業を検討している。もう生活費がない。
⑭ 個人で子ども向け教室をしてきたが2月、3月仕事がない。生活保護は受けたくない。
⑮ フリーランスで仕事減少。税金、光熱費滞納。東電から電気を止めるとの通知が来た。
⑯ フリーランスの音楽家。イベント中止で仕事がない。
⑰ 自営業で4月から休業しており、30万円の減収となっている。
⑱ ラーメン店を北海道から東京に移転し、4月に開店予定だったが開店できずにそのまま休業となっている。
⑲ 自営でカイロプラクティックを経営しているが、休業中。連休明けから再開するか悩んでいる。
⑳ プログラマーの仕事の注文が減少し、生活苦。親と絶縁中なので、扶養照会のある生活保護は利用したくない。



㉑フリーランスで収入減少。入院した母親の年金収入しかなく、今は、所持金1万円。持続化給付金等の申請をするが、だめなら生活でき
ない。
㉒自営業で、4月は売上が3万円。
㉓ピアニストとして様々な場所でプレーしてきたが、休業で収入がゼロに近い。
㉔婦人服関連の自営業をしてきたが、売上が大幅に減少。夫婦ともに無年金。インターネットは使えない。

（失業等）
① コロナで失業、生活苦
② コロナで仕事見付からず、生活不安
③ 昨年リストラ。コロナで就職が困難
④ 怪我をして仕事を辞め、求職中だが見付からず、住宅ローンを支払えない。
⑤ 派遣で働く孫に仕事がなく、生活苦
⑥ 居酒屋で働いてきたが辞めた。仕事がなく、生活が苦しい。
⑦ 製造業の派遣だったが、コロナで工場が止まり仕事がなくなった。
⑧ 派遣で働いてきたが、今は仕事がない。
⑨ １月に退職し、その後、仕事が見付からず生活できない。
⑩ 昨年退職し、その後、仕事が見付からない。夫はトリプルワークで働いているが、わずかな生活費しかくれない。

（職場環境）
①  コールセンターの職場環境の改善を求めたが応じてもらえず、怖いので辞めた。夫婦で感染している可能性があるので遺言について教
えてほしい。
② パートで入力業務をしているが、三密状態で、クラスターが出たセンターもあり、有給で休んでいた。雇い止めが心配。
③ コロナの感染が拡大しているのに、法律事務所の勤務時間がまったく変わらない。
④ コロナの感染リスクがあり出社が怖いので休みたい。休業手当はもらえるのか。

（心の不安）
① うつが酷くなり4月に退職し、5月から派遣の仕事が決まったが不安
② 何となく不安なので、相談したい。
③ コロナで、不安で、ストレスがある。

（その他）
① 1日一食摂れればよい方である。友人宅にいるが、友人もコロナで仕事がない。糖尿病で視力が悪化しているが治療もできない。
② 生活保護検討中
③ 4月1日から生活保護を利用しているが、家賃が高く、転居の問題が心配
④ 夫と別居中。給付金の受取ができるのか不安
⑤ 使用者からの相談。従業員の給与を2割カットしたい。
⑥ イランの方。難民申請中。生活費がない。
⑦ 生活保護申請は最後の最後にしたい。



⑧ 生活保護しかないと言われるが、車もあるし、家賃１０万円の今の住まいを変えるつもりはない。

5/9（土）「奨学金返済緊急ホットライン」のお知らせ
新型コロナウィルス感染症は、高等教育の分野にも深刻な影響を与えています。
親の収入やアルバイトの収入が減って、大学や専門学校等の学費が払えない。生活費も足りない。奨学金を利用したいが、貸与型は将来返
済できるか不安で仕方がない。このような声が多く上がっています。

今や大学生等の半数近くが利用する貸与型奨学金は、その返済が利用者に大きな経済的・精神的負担となっていますが、返済が困難になる
人は、今後、急速に増えていくと懸念されます。

学生や親を中心に、支援を求める切実な声が上がり、国も対策の検討に乗り出しています。緊急対策としての学費減免の拡大、入学金・学
費の支払猶予や分納、学生を含めた経済的困難にある人への支援など、根本的な対策が急務ですが、未だ、実現の見込みは立っておらず、
先行きは極めて不透明です。

このような状況の下、まずは、現在利用できる制度を、リスクを最小限にした上で利用することによって、学業の継続や、奨学金の返済困
難に陥っている人の救済を実現するための具体的対応が、今こそ求められています。

私たち奨学金問題対策全国会議は、日々、貸与型奨学金の返済に困っている人の相談・救済活動を続けながら、学費と奨学金制度の改善を
求めていますが、その経験を活かし、奨学金を利用する必要に迫られている人、奨学金の返済に困っている人を支援するため、下記の要領で
「奨学金返済 緊急ホットライン」を実施します。

◆ 主催　奨学金問題対策全国会議
（当会議の会員が相談に対応します。）

◆日時　２０２０年５月９日（土） １０：００～１６：００

◆ 相談受付電話番号
※複数会場で実施していますので、お近くの団体にお電話下さい。

【東京】奨学金問題対策全国会議
０３－６４５３－４３９０（せたがや市民法律事務所内）

【東京】奨学金返済に悩む人の会
０３－３２６７－０２６６（首都圏なかまユニオン事務所内）

https://saitamasogo.jp/archives/86737
https://syogakukin.zenkokukaigi.net/


【埼玉】埼玉奨学金問題ネットワーク
０４８－８６２－０３４２（埼玉総合法律事務所内）

【神奈川】反貧困ネットワーク神奈川
０４５－２２２－４４０１（神奈川総合法律事務所内）

【北海道】北海道学費と奨学金を考える会
０１１－２０６－０７６８（西博和法律事務所内）

【愛知】愛知奨学金問題ネットワーク
０５２－９１６－５０８０（水谷司法書士事務所内）

【兵庫】奨学金問題と学費を考える兵庫の会
０７８－３６２－１１６６（神戸花くま法律事務所内）

「奨学金返済　緊急ホットライン」案内チラシ

リーダー不在の日本の不幸（コロナ禍に思う。）
毎日、ニュースはコロナ、コロナ。国の打ち出す「接触８割減」に協力はしながらも、国自身がやるべきことに迅速に手を打てていないこ
とに歯がゆさが募る。
ドイツのメルケル、韓国の文在寅、台湾の陳時中（総統は蔡英文）。コロナを押さえ込んでいる国には明確なリーダーか、リーダーがその
役割を担当しない場合には適切な人物を配して、必要な権限を委ねてコロナ対策に集中させている。

かたや、日本の首相は、家でゴロゴロしているか、記者会見を開いても、官僚に作らせた原稿を棒読みだ（プロンプターを使って、読み方
はくさい芝居だ。）。能力のある者に権限を委ねるでもなく、専門家会議の見解垂れ流しで、政治がすべき判断は、場当たり的だ。

３密が危険で、それに関する業種に休業を要請するなら、補償はセットだ。
生活に不安がある人には支援を、学校休校するならそれから生じる問題を直ちに情報収集して対応をすべきは当然。実態を調べてそれに応
じた手をうつ気があればいくらでもやれることだ。

他方、公的医療機関を削減し、医療費を抑制してきた結果、医療機関は感染症対応に全く余裕がない状態だ。軽症者の受入施設の確保や感
染病床の確保、医療機関に不足しているマスク、消毒薬や防護服も迅速に手を打つべきであっただろう。全部後手後手。

昔「ベンチがあほやから野球がでけへん。」と怒っていたプロ野球選手がいたが、まじめで清潔好きの国民が政府の要請にもよく応じてい
るのに、政府が馬鹿だから、医療崩壊が起こる。これは結局経済の崩壊にもつながる。「政府があほやから日本が潰れる」ことになりかね

http://syogakukin.zenkokukaigi.net/wp-content/uploads/2020/04/a29d7fd53cb7929d8c5d67de3e8417e7.pdf
https://saitamasogo.jp/archives/86680


ない。

弁護士　髙木　太郎

【重要】ＤＶで避難している方へ－「一律１０万円の給付金」受
取の申出を
コロナウィルスの感染拡大に伴い、政府が、緊急的に支給することとした「一律１０万円の給付金」（仮称「特別定額給付金」）について
のお知らせです。

この10万円一律給付の申請者は「世帯主」とされました。世帯主とは「住民票上の世帯主」です。
ＤＶで避難されている方の多くは、住民票を異動できていませんが、「申出」をすることにより、一緒に避難している「同伴者」（お子様
など）の方の分も含め、給付金を受け取ることができます。また、生活保護を利用されている方も、平等に、受け取ることができます。

申出期間が、「令和２年４月３０日（木曜日）まで」とされていますので、お早めに、お住まいの市町村で手続をしてください。※なお、
期間を過ぎても申出は可能です。

詳細は、お住まいの市町村のホームページなどをご覧ください。
▶埼玉県のホームページ
▶さいたま市のホームページ

5/2・5/3「新型コロナ労働・生活総合ホットライン」緊急
共同開催のお知らせ
5/2・5/3「新型コロナ労働・生活総合ホットライン」を緊急共同開催します。
労働問題や生活困窮者の支援に取り組むＮＰＯや弁護士などが対応させていただきます。
なんでも、お気軽にご相談ください。

【日　　時】　５月２日（土）、３日（日）　いずれも１３時～２０時

https://saitamasogo.jp/archives/86708
https://saitamasogo.jp/archives/86708
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0309/dv-teigakukyuhukin.html
https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/013/003/p072208.html
https://saitamasogo.jp/archives/86703
https://saitamasogo.jp/archives/86703


【電話番号】　埼玉の方：０４８－８６４－１６２２
　　　　　　　他地域の方：０１２０－３３３－７７４　
【関連記事】ＮＨＫ「非正規労働者から生活困窮の声 支援団体が提言 来月に電話相談」

【主　 催】　生存のためのコロナ対策ネットワーク
　生存のためのコロナ対策ネットワークは、コロナ危機により労働問題や生活困窮、ハラスメント、  差別に直面する人々の相談に応じて
きた労働組合、NPO、学者、ジャーナリストらからなるゆるやかなネットワークです。現場の声をもとに政策提言し状況改善につなげる
ことを目的としています。ネットワーク参加者：藤田孝典(NPO  法人ほっとプラス)、稲葉剛(一般社団法人つくろい東京ファンド代
表理事)、今野晴貴(NPO法人POSSE代表)、竹信三恵子(ジャーナリスト)、岩田正美(昭和女子大学名誉教授)、後藤道夫(都
留文科大学名誉教授)、布川日佐史(法政大学教授)、大内裕和(中京大学教授)、指宿昭一(弁護士)、新里宏二(弁護士)、猪股
正(弁護士)ほか多数。

【共催】
　さっぽろ青年ユニオン/仙台けやきユニオン/みやぎ青年ユニオン/反貧困みやぎネットワーク/日本労働評議会/首都圏青年ユニオ
ン/全国一般東京東部労働組合/東ゼン労組/総合サポートユニオン/首都圏学生ユニオン/ブラックバイトユニオン/  POSSE外国
人労働サポートセンター/名古屋ふれあいユニオン/反貧困ネットワーク愛知/大阪全労協/連合福岡ユニオン/反貧困ネットワーク埼
玉/外国人労働者弁護団など

【代表：0120-333-774】
※回線の混雑が予想されます。各地方のダイヤルや生活相談専用ダイヤルもご利用ください。

【各地方の相談窓口（メールの返信は数日要する場合もあります）】
・北海道
さっぽろ青年ユニオン　TEL：080-3262-6023
　MAIL：seinenunion_sapporo@yahoo.co.jp
・東北
仙台けやきユニオン　TEL：022-796-3894　MAIL：sendai@sougou-u.jp
みやぎ青年ユニオン　MAIL：miyagi.union@gmail.com
・関東甲信越
首都圏青年ユニオン　TEL：03-5395-5359　 MAIL：union@seinen-u.org
全国一般東京東部労働組合　TEL：03-3604-5983　 MAIL：info@toburoso.org
総合サポートユニオン　TEL：0120-333-774　MAIL：info@sougou-u.jp
日本労働評議会 TEL:03-3371-0589（受付時間は両日とも13時～17時）
・東海
名古屋ふれあいユニオン　TEL：052-526-0661（5/2のみ）
・関西
大阪全労協　TEL：06-4793-0735
・九州

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200424/k10012404261000.html


連合福岡ユニオン　TEL：092-273-2114、092-273-2161
　MAIL：fukuuni@hyper.ocn.ne.jp

○生活相談の窓口
反貧困ネットワーク埼玉：048-864-1622（４回線・代表番号）

○外国語対応の相談窓口
英語・フランス語対応：東ゼン労組　TEL：090‐9363‐6580
MAIL：info@tokyogeneralunion.org
英語対応：POSSE外国人労働サポートセンター　TEL：03-6699-9359
　MAIL：supportcenter@npoposse.jp

○学生バイトの相談窓口
首都圏学生ユニオン　TEL：03-5395-5359
MAIL：syutokengakuseiunion@gmail.com
ブラックバイトユニオン　TEL：03-6804-7245　MAIL：info@blackarbeit-union.com

○業種・職種別の労働相談窓口
・飲食
飲食店ユニオン  TEL：03-5395-5359
MAIL：restaurant.workers.union@gmail.com
・飲料自販機
自販機産業ユニオン　TEL：03-6804-7650　MAIL：info@sougou-u.jp
・介護・保育
介護・保育ユニオン　TEL ：03-6804-7650　MAIL：contact@kaigohoiku-u.com
・クリーニング
日本労働評議会　TEL：03-3371-0589（両日とも13時～17時）
・コールセンター
総合サポートユニオン　TEL：03-6804-7650　MAIL：info@sougou-u.jp
・産業廃棄物
日本労働評議会　TEL：03-3371-0589（両日とも13時～17時）
・私立学校
私学教員ユニオン　TEL ：03-6804-7650　soudan@shigaku-u.jp
・タクシー
日本労働評議会　TEL：03-3371-0589（両日とも13時～17時）
・美容・理容
美容師・理容師ユニオン　TEL：03-5395-5359 MAIL：ribiyou@seinen-u.org



【趣旨】
　現在、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、休業・シフト削減によって賃金が払われない、解雇・雇い止め・内定取り消しなど雇用が
切られてしまった、「３密」職場といった感染リスクが高い職場で働かせられているなどの労働問題が全国的に多発しています。また、そ
のような労働相談を抱える中で生活困窮に陥り、明日以降の生活がままならなくなってしまったという深刻な生活相談も日々増加していま
す。私たちの相談窓口には、学生や外国人労働者など、幅広い層からの労働・生活相談が寄せられています。
　そのような全国的な相談の激増を踏まえ、この度、全国の労働・生活相談に対応する労働組合やNPO、弁護士が共同で緊急のホットラ
インを開催することになりました。特にゴールデンウィーク中は、様々な相談窓口が閉まってしまい路頭に迷ってしまう方が多く生まれる
時期です。
　相談には、相談無料、秘密厳守で対応します。お気軽にご相談ください。

難局を共に乗り越えよう
新型コロナウィルスによる緊急事態宣言により、弁護士が担当している民事訴訟事件の予定されていた裁判期日は原則全て取消になりまし
た。
私は、高齢者でもあり自宅での仕事が中心になっています。
一方で、当事務所の３階会議室では４月１８、１９日に、「コロナ災害を乗り越える　いのちとくらしを守る  なんでも電話相談会～住ま
い・生活保護・労働・借金  etc…～」が、当事務所の弁護士や他事務所の弁護士を始め、司法書士、労働組合、諸団体から交代で参加
してくれた相談担当者自身への感染防止にも気を配りながら行われました。
２日間で受けた相談数は何と４２７件、それでも電話は鳴りっぱなしであり、受けることができた電話は２％未満くらいであったとのこと
です。
いかに国民の生活が危機的な状況にあり、悲痛な叫びがあるかが判りますが、一方で犬を抱いてくつろぐ姿をコラボ投稿したりする国民感
覚とのズレ、奥さんが集団で花見や神社参拝に行くのは野放し、プロンプターの原稿を棒読みするだけの情のない記者会見という、我が国の
「最高権力者」を抱えた国民の不幸はなんと言ったら良いのでしょう。
でも政府に対して「国民の方を向け」という要求は続けるものの、この難局を乗り越えるために私達は創意工夫をして知恵を出し合い、支
え合っていきましょう。

弁護士　梶山　敏雄

https://saitamasogo.jp/archives/86649

